
◎組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一

部を改正する法律 
（平成二九年六月二一日法律第六七号）   

一、提案理由（平成二九年四月一四日・衆議院法務委員会） 

○金田国務大臣 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改

正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 三年後に東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える中、世界各地で

重大なテロ事犯が続発し、我が国もテロの標的として名指しをされ、邦人にも多数の被

害者を出すテロ事件が発生をいたしております。また、こうしたテロを敢行する犯罪組

織は、テロを通じ、組織の威力を誇示して賛同者等を集めるとともに、薬物犯罪や人身

に関する搾取犯罪を初めとするさまざまな組織犯罪によって資金を獲得し、組織の維持

拡大を図っている状況にあります。さらに、国内においても、暴力団等が関与する対立

抗争事犯や市民を標的とする殺傷事犯、高齢者等に対する特殊詐欺事犯等の組織犯罪も

後を絶たず、国民の平穏な生活を脅かす状況にあります。 

 こうした中、テロを含む組織犯罪を未然に防止し、これと闘うための国際協力を可能

とする国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約は、平成十五年五月に国会におい

てその締結につき承認をされ、既に百八十七の国・地域が締結済みでありますが、我が

国は、この条約を締結するための国内法が未整備のため、いまだこれを締結しておりま

せん。そこで、この法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並

びにこの条約の締結に伴い必要となる罰則の新設等、所要の法整備を行おうとするもの

であります。 

 この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められて

いる一定の罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動と

して、当該行為を実行するための組織により行われるもの、またはテロリズム集団その

他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画

する行為であって、その計画に基づき当該犯罪を実行するための準備行為が行われたも

のを処罰する規定を新設するものであります。 

 第二は、死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められて

おります罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの

報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。 

 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係

る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成二九年五月二三日） 



○鈴木淳司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯

罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団

による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪の新設、証人等買収罪の新設及び犯

罪収益の前提犯罪の拡大等の措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る四月六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に

付託され、十四日金田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十九日から質疑に入り、

同日安倍内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、二十五日には参考人から意見を聴取

しました。 

 五月十二日には、本案に対し、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本維新の会の

共同提案により、対象犯罪が親告罪であるものに係るテロリズム集団その他の組織的犯

罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪が親告罪である旨を明記する

こと、同罪に係る事件についての被疑者の取り調べその他の捜査の適正の確保に関する

配慮義務規定を追加すること、同罪に係る事件についての取り調べの録音、録画等に関

する制度のあり方及び全地球測位システムに係る方法を用いた捜査を行うための制度の

あり方についての検討規定を追加すること等を内容とする修正案が提出され、提出者か

ら趣旨の説明を聴取いたしました。 

 その後、十六日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ねました。十九日、

質疑を終局し、採決した結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも可決され、本

案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成二九年五月一二日） 

○松浪委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、自由民主党・無所属の会、

公明党及び日本維新の会を代表し、その趣旨を御説明申し上げます。 

 政府提出の法律案についての当委員会におけるこれまでの議論を踏まえ、自民、公明

及び維新の三党で真摯な修正協議を重ねた結果、今般、次のような内容の修正案を提出

することで合意に至ったものであります。 

 以下、この修正案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、テロ等準備罪の対象犯罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができな

いもの、いわゆる親告罪に係るテロ等準備罪について、告訴がなければ公訴を提起する

ことができない旨を明記することとしております。 

 第二に、テロ等準備罪に係る事件についての被疑者の取り調べその他の捜査を行うに

当たって、その適正の確保に十分に配慮しなければならない旨の規定を追加することと

しております。 



 第三に、附則の検討条項として次の二つの事項について定めることとしております。 

 一、政府は、刑事訴訟法等一部改正法附則第九条第一項の規定により取り調べの録音、

録画等に関する制度のあり方について検討を行うに当たっては、新組織的犯罪処罰法第

六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにテロ等準備罪に係る事件の捜査及び

公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑

者の取り調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、

当該罪に係る事件に関する当該制度のあり方について検討を加えるものとする。 

 二、政府は、テロ等準備罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両

に取りつけて位置情報を検索し把握する方法を用いることが事案の真相を明らかにする

ための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用い

た捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処

分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であると

すれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されて

いることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制

度のあり方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

 以上が、この修正案の趣旨及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月一九日） 

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺

漏なきを期するべきである。 

一 検察官及び検察事務官並びに司法警察職員は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の

規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項の罪の立証において、計画に参加し

た者の供述が重要な証拠となり得ることに鑑み、当該罪については、取調べ等の録

音・録画を、テロを含む組織的に行われる重大犯罪の未然防止の必要性、組織犯罪の

背景を含む事案の真相解明への影響等にも留意しつつ、できる限り行うように努める

こと。 

二 本法の目的が、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施し、国際的協

調の下にテロ行為を含む国際的な組織犯罪と戦うための協力を促進することにあるこ

とを踏まえ、国民が安全に安心して暮らせる社会の実現を図るため、国際的なテロリ

ズム集団の活動状況等に関する情報交換の推進その他のテロ行為を防止するために必

要な措置について引き続き検討すること。 

三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二

項に規定する罪の捜査に当たっては、組織的犯罪集団の関与についての認定が適切に

なされることが極めて重要であることに鑑み、その点に関する十分な証拠収集に努め、

万が一にも正当な目的で活動を行っている団体の活動を制限するようなことがないよ



うにすること。 

四 本法が、これまでの国会審議等において示された様々な不安や懸念を踏まえて立案

されたものであり、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の

二第一項及び第二項が厳格な構成要件を定めることとした経緯等を踏まえ、本法が成

立するに至る経緯、本法の規定内容等について関係機関及び裁判所の職員等に対する

周知徹底に努めること。 

三、参議院法務委員長中間報告（平成二九年六月一五日） 

○秋野公造君 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正

する法律案について、中間報告を求められましたので、現在までの委員会の審査の経過

を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組

織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪

集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪

収益規制に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであり、第一に、死刑

又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当

たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を

実行するための組織により行われるもの、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団

の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画する行為であって、

その計画に基づき当該犯罪を実行するための準備行為が行われたものを処罰する規定を

新設するものであります。 

 第二に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められてい

る罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬と

して利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。 

 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係

る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、本法律案は、衆議院において、親告罪である犯罪に係るテロリズム集団その他

の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪が親告罪である旨

を明記すること、同罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査の適正の確保

に関する配慮義務を追加すること、附則の検討条項として、同罪に係る事件に関する取

調べの録音・録画等に関する制度の在り方及び全地球測位システムに係る方法を用いた

捜査を行うための制度の在り方について定めること等の修正が行われております。 

 本法律案は、五月二十九日、本会議において趣旨説明の聴取と質疑が行われ、同日、

法務委員会に付託されました。 

 五月三十日の委員会におきまして、金田法務大臣から趣旨説明を聴取した後、衆議院

における修正部分について修正案提出者である衆議院議員松浪健太君から説明を聴取し

ました。 



 続いて、安倍内閣総理大臣に対する質疑の後、各会派が一回目の政府に対する質疑と

して、金田法務大臣、盛山法務副大臣、薗浦外務副大臣、武井外務大臣政務官、井野法

務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、それぞれ質疑を行いました。 

 六月一日の委員会におきましては、午前中は、第一回目の参考人質疑として、弁護士

西村幸三君、青山学院大学名誉教授新倉修君及び立命館大学大学院法務研究科教授松宮

孝明君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々

な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、各会派二回目の質疑として、修正

案提出者衆議院議員松浪健太君、松本国家公安委員会委員長、金田法務大臣、岸田外務

大臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官及び政府参考人に対し、それぞれ質疑を行

いました。 

 六月六日におきましては、委員会を開会して審査を行う予定でしたが、残念ながら、

私に対する解任決議案が民進党・新緑風会から提出されたため、取りやめざるを得ませ

んでした。翌七日の本会議で同決議案が否決された後、理事懇談会を開き、今後の委員

会の進め方について協議を行い、八日から審査を行うことになりました。 

 六月八日の委員会におきましては、各会派三回目の質疑に加えて、希望の会の福島み

ずほ議員の委員外議員の発言を認め、金田法務大臣、野上内閣官房副長官、岸外務副大

臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、そ

れぞれ質疑を行いました。 

 六月十三日の委員会におきましては、午前中は、第二回目の参考人質疑として、日本

大学危機管理学部教授福田充君、弁護士山下幸夫君及び一橋大学名誉教授・弁護士村井

敏邦君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々

な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、四回目の質疑として、民進党・新

緑風会の三名、日本共産党の一人目、日本維新の会、日本共産党の二人目、沖縄の風、

各派に属しない議員山口和之君の順に質疑を行う予定でしたが、民進党・新緑風会、日

本共産党の一人目が質疑を行った後、日本維新の会の質疑に入ったところで、法務大臣

金田勝年君問責決議案が民進党・新緑風会及び日本共産党から提出されたため、委員会

を休憩せざるを得なくなり、同日の委員会の再開ができませんでした。 

 これまでの委員会における質疑は、テロ等準備罪による処罰対象の範囲に関する件、

組織的犯罪処罰法における団体の定義とテロ等準備罪における組織的犯罪集団の定義の

関係、組織的犯罪集団と認定する判断基準と捜査手法の関係、国連人権理事会の特別報

告者に対する日本政府の対応、本法律案第六条の二第二項における不正権益の定義、テ

ロ等準備罪の対象犯罪を更に絞り込む必要性など、各般にわたって熱心な論議が行われ

てまいりました。 

 以上の経過でお分かりのとおり、委員長といたしましては、十分に審査を尽くすべく

努力を続けてまいりましたが、遺憾ながら、全会派の協力が得られる状況にはならず、

今日に及んでいるのでございます。 



 以上、法務委員会における審査の経過を御報告申し上げます。 


